
我が国の防災ボランティア
～ＮＰＯ等と行政との協働・連携を目指して～

平成３０年７月

内閣府防災担当内閣府



はじめに

• 災害の多い我が国では、被災の経験を経ながら、ボランティア・NPOが支援活動に参加する仕組みが
徐々に形成されつつあります。

• ボランティア元年と呼ばれた平成7 年の阪神・淡路大震災では、多数のボランティアが被災地に集まり、
被災者支援活動を行う機運を高めました。一方で被災地では多数のボランティアの活動を調整する仕組
みが事前に計画されていなかったため、大きな混乱が生じました。

• 平成16 年新潟・福島豪雨、福井豪雨、新潟県中越地震により、1 年間で87 もの災害ボランティアセン
ター（以下「災害VC」という。）が開設・運営されました。このような状況を受けて、全市町村に組織を有す
る社会福祉協議会（社協）が災害VC を主に運営することが定着し、その後各地の地域防災計画にも反
映されることになりました。

• 平成23 年の東日本大震災においては、被害が大規模かつ広域的であったことから、NPO・NGO・企業な
どの様々な主体が被災地で多数活動しました。多彩な専門性を持った支援者による活動が行われたこと
により、被災者の要望・ニーズもより幅広いものとして掘り起こされ、ニーズに応じた対応を行うNPO・ボラ
ンティア等の活動も多様化しました。

• 数多くの多様な主体が幅広い被災者支援活動を行う中で、従来災害VC が担っていたボランティア・コー
ディネーションの役割に加え、災害VC の外でそれぞれの強み・専門性を活かした活動を展開するように
なったNPO・ボランティア等の活動を調整する”中間支援機能”が注目されるようになりました。平成28 年
熊本地震においては、全国災害ボランティア支援団体ネットワーク（JVOAD）や地元NPO 等が中心となっ
て「火の国会議」を立ち上げ、行政・災害VC・NPO・ボランティア等が連携・協働した活動を進めるための
環境整備・支援者間の調整が行われました。同様の取組は平成29 年7 月九州北部豪雨でも行われてい
ます。現在、より良い被災者支援活動を目指して、行政・災害VC・NPO 等のボランティア団体および多様
な主体が連携してより良い被災者支援を行う体制が模索されています。

• 今後、ボランティア・NPO等の活動に参加される方々は、このような行政・災害VC・NPO等連携・協働する
仕組みにご参加いただけますと幸いです。このような仕組みは「情報共有会議」等の名称で各都道府県・
市町村ごとに動いています。



＜主な災害とボランティア活動＞
（発生年） （名称） （延べ参加人数）

＜政府の対応＞

平成７年
阪神・淡路大震災
（ボランティア元年）

約137.7万人 ■災対法改正（H7年）
行政が『ボランティアによる防災活
動の環境整備』に努める旨明記

★災害ボランティアセンターの設
置・運営を主に社会福祉協議会が
担うことが主流に

■防災ボランティア活動検討会
H16年から内閣府にて開始

★ネットワーク化が課題に

■災対法改正（H25年）

『行政がボランティアとの連携に
努める』旨明記

平成 9年 ナホトカ号海難事故 約27万人

平成16年 台風23号 約5.6万人

平成16年 新潟県中越地震 約9.5万人

平成19年 能登半島地震 約1.5万人

平成19年 中越沖地震 約1.5万人

平成21年 台風９号 約2.2万人

平成23年 東日本大震災 （※）約150万人

平成26年 広島豪雨災害 約4.3万人

平成27年 関東・東北豪雨災害 約4.7万人

平成28年 熊本地震 約11.8万人

平成29年 九州北部豪雨 約６万人

防災ボランティアに関する近年の動き

出典：研究報告、厚生労働省資料、全国社会福祉協議会資料等より内閣府作成

（※）災害ボランティアセンターを経由せず
活動した人を含めると推定で約550万人



ボランティアを支える団体

個人参加の
ボランティア

（災害ボランティア
センター経由）

防災ボランティアに関する主体面からの整理（イメージ）

グループ参加の
ボランティア

（企業の研修等）

一般的なＮＰＯ
その他団体

・福祉団体
・生活協同組合
・青年会議所 等

災害専門の
ＮＰＯ等

専門ボランティア

（医療、看護、法律、建築 等）



防災ボランティアセンターの仕組み

社会福祉
協議会



情報共有
会議
事務局
・Angel Wings

・JVOAD

作業系団体（杷木重機調整）
・災害NGO結
・関東風組
・DRT-Japan

・Open Japan（松末）

・友救の会
・支援の「わ」
・縁の下もぐら

作業
重機

農ボラ

在宅

在宅全戸調査
・YNF

・くらしづくりネットワーク北芝

NPO等の活動例
（九州北部豪雨後の朝倉市の例（2017年8～9月））

・ユナイテッドアース（大庭、
須川、比良松）
・がんばりるよ星野村（朝倉）

仮設

・ピースウィンズジャパン
(みなしへの物資)

・ピースボート災害ボランティ
アセンター
（みなし・集会場への物資）

杷木中
・ピースウィンズジャパン（運営）
・九州キリスト災害支援センター（看護）
・チーム神戸（看護）
・災害NGO結（ボランティア）
・プロジェクト九州（子ども）避難所

朝倉生涯学習センター／
らくゆう館
・プロジェクト九州（運営）
・プランジャパン（運営）

サンライズ杷木
・難民を助ける会（運営）

その他

・災害母子支援センターきずな
・すくすく朝倉未来隊

作業系団体
・末日聖徒イエス・キリスト協会（災害VC）
・日本九援隊（災害VC）
・チーム絆（災害VC）

作業系団体
・九州キリスト災害支援センター（浜川）
・オペレーションブレッシンングジャパン（浜川）
・災害復興支援協会つながり（浜川）
・天理教災害救援ひのきしん隊（寒水）



特定非営利活動法人

全国災害ボランティア支援団体ネットワーク

正会員団体（２３団体。五十音順）

カリタスジャパン
救世軍
クロスオーバーラボ
国際協力NGOセンター
ジャパン・プラットフォーム
情報支援レスキュー隊
震災がつなぐ全国ネットワーク
真如苑救援ボランティア
全国社会福祉協議会
チーム中越
中央共同募金会
東京災害ボランティアネットワーク
難民を助ける会
日本NPOセンター
日本生活協同組合連合会
日本青年会議所
日本赤十字社
日本YMCA同盟
パーソナルサポートセンター
ピースボート災害ボランティアセンター
東日本大震災支援全国ネットワーク
福祉防災コミュニティ協会
レスキューストックヤード

2016年10月NPO法人化認証（東京都）/11月1日設立
代表理事・栗田暢之／事務局長・明城徹也

災害支援の文化を創造する

※災害時のＮＰＯ等の連携・コーディネーションを行うことの出来る唯一の全国域の「ボランティアを支える団体」



熊本地震における支援調整（コーディネー
ション）イメージ

熊本

北部地域

益城

南部地域

• NPOによるオープンな情報共有の場
• 行政の情報提供（熊本県、内閣府）
• シーズやニーズのマッチング
※これまでに約150回開催、300団体以上の活動

情報を収集

地域情報（活動、ニーズ、課題など）

熊本地震・支援団体火の国会議

県・県社協・NPO連携会議

• 熊本県、県社会福祉協議会、NPO

との連携の場
• NPO、災害VCの活動状況の共有
• 行政の支援施策の共有
• 支援課題の解決
※これまでに約70回開催

支援課題など

NPO
施策情報
解決策など

他団体情報
地域情報など

参加
活動情報

支援活動の実施 事務局：JVOAD等

JVOAD

調整

調整



第５条の３ ＜平成25年の改正により追加＞
国及び地方公共団体は、ボランティアによる防災活動が災害時において果たす役割の重要性に鑑み、その自主性を尊重し

つつ、ボランティアとの連携に努めなければならない。

第８条２項 ＜第13号が平成７年の改正により追加＞
国及び地方公共団体は、災害の発生を予防し、又は災害の拡大を防止するため、特に次に掲げる事項の実施に努めなけれ

ばならない。
13 自主防災組織の育成、ボランティアによる防災活動の環境の整備、過去の災害から得られた教訓を伝承する活動の支援
その他国民の自発的な防災活動の促進に関する事項

「災害対策基本法」でのボランティアの位置づけ

第１編 総則
第２章 防災の基本理念及び施策の概要

(1) 周到かつ十分な災害予防
○災害予防段階における施策の概要は以下の通りである。
・国民の防災活動を促進するため，防災教育等による住民への防災思想・防災知識の普及，防災訓練の実施等を行う。併せて，自
主防災組織等の育成強化，防災ボランティア活動の環境整備，事業継続体制の構築等企業防災の促進，災害教訓の伝承により
，国民の防災活動の環境を整備する。

(2) 迅速かつ円滑な災害応急対策
○災害応急段階における施策の概要は以下の通りである。なお，災害応急段階においては，関係機関は，災害応急対策に従事する者
の安全の確保を図るよう十分配慮するものとする。
・ボランティア，義援物資・義援金，海外等からの支援を適切に受け入れる。

第３章 防災をめぐる社会構造の変化と対応
~(略)～ 一方，人口減少が進む中山間地域や漁村等では，集落の衰退，行政職員の不足，地域経済力の低下等がみられ，これらへの対
応として，災害時の情報伝達手段の確保，防災ボランティア活動への支援，地場産業の活性化等の対策が必要である。

国の「防災基本計画(平成28年５月)」におけるボランティアの位置付け①

防災ボランティア活動の制度上の位置付け



第２編各災害に共通する対策編
第１章災害予防
第３節国民の防災活動の促進
３国民の防災活動の環境整備

(2) 防災ボランティア活動の環境整備 ※青字は平成30年6月改正部分
○市町村（都道府県）は，平常時から地域団体，ＮＰＯ等のボランティア団体の活動支援やリーダーの育成を図るとともに
，ボランティア団体と協力して，発災時の防災ボランティアとの連携について検討するものとする。

○国〔内閣府，消防庁，文部科学省，厚生労働省等〕及び市町村（都道府県）は，ボランティアの自主性を尊重しつつ，日
本赤十字社，社会福祉協議会，ボランティア団体及びＮＰＯ等との連携を図るとともに，中間支援組織（ボランティア団
体・ＮＰＯ等の活動支援やこれらの異なる組織の活動調整を行う組織）を含めた連携体制の構築を図り，災害時におい
て防災ボランティア活動が円滑に行われるよう，その活動環境の整備を図るものとする。その際，平常時の登録，研修
制度，災害時における防災ボランティア活動の受入れや調整を行う体制，防災ボランティア活動の拠点の確保，活動
上の安全確保，被災者ニーズ等の情報提供方策等について整備を推進するものとする。

第２編各災害に共通する対策編
第２章災害応急対策
第11節自発的支援の受入れ ※青字は平成30年6月改正部分
１ボランティアの受入れ
○国〔内閣府等〕，地方公共団体及び関係団体は，相互に協力し，ボランティアに対する被災地のニーズの把握に努めると
ともに，ボランティアの受付，調整等その受入体制を確保するよう努めるものとする。ボランティアの受入れに際して，老
人介護や外国人との会話力等のボランティアの技能等が効果的に活かされるよう配慮するとともに，必要に応じてボラン
ティアの活動拠点を提供するなど，ボランティアの活動の円滑な実施が図られるよう支援に努めるものとする。

○また，地方公共団体は，社会福祉協議会，地元や外部から被災地入りしているＮＰＯ・ＮＧＯ等のボランティア団体及びＮ
ＰＯ等との連携を図るとともに，中間支援組織（ボランティア団体・ＮＰＯ等の活動支援やこれらの異なる組織の活動調整
を行う組織）を含めた連携体制の構築を図り，情報を共有する場を設置するなどし，被災者のニーズや支援活動の全体
像を把握する。これにより，連携のとれた支援活動を展開するよう努めるとともに，ボランティアを行っている者の生活環
境について配慮するものとする。

国の「防災基本計画(平成30年6月)」におけるボランティアの位置付け②



ボランティア(支援側)に対する働きかけ

○防災ボランティアの「お作法」集(平成17年)
・外部支援者だけで意思決定するのは止める、自分の
世話は自分で行い被災地に迷惑をかけない等の最低
限のマナーのまとめ

○防災ボランティア活動の情報・ヒント集(平成17年)
・災害ボランティアセンターの設置運営ノウハウ
・ボランティアの安全衛生の確保
・業務範囲のあり方
・各種届出様式 等

○寒冷環境下における防災ボランティア活動の安全衛生
に関する情報・ヒント集(平成19年)

地方公共団体等受入れ側(受援側)に対する働きかけ

防災ボランティア
「お作法」集

防災ボランティア活動
の情報・ヒント集

寒冷環境下における
～情報・ヒント集

地域の「受援力」を高める
ために(平成22年)

ボランティアを受け入れ
る立場の地方公共団体等
に、防災ボランティア活動
とはどのようなものか、ボ
ランティアを地域で受け入
れるための知恵などにつ
いて記載。

受援側・支援側双方に対する働きかけ

防災ボランティア活動に関す
る広域連携の体制構築に向
けて(平成23年)

地域で防災ボランティア活
動にかかわる防災ボランティ
ア活動団体、行政等の「広域
連携」の検討を進めてゆくた
めのポイント集。

内閣府におけるこれまでの防災ボランティアに関する取組①

11



ボランティア間のネットワーク形成支援

「防災ボランティアのつどい」を開催し、ボランティア相
互の交流促進を図る（平成７年～）。

防災ボランティアの訓練

(1)行政との連携訓練
行政側、ボランティア側双方に連携のノウハウが不足
しているため、会議の準備・実施・検討を実際に行う訓練
を行うことにより、連携イメージを構築した。全国の地方
公共団体で訓練が展開できるよう、得られた知見を整理
し、周知する。

行政との連携訓練の実施場所
○平成27年度静岡県
○平成28年度新潟県
○平成29年度広島市

(2)広域連携
東日本大震災では被害が甚大であったことから被災地
域と災害対応能力の間に大きなギャップが生じた。被災
地外から多くの支援が被災地に寄せられたが、被災地
域の各主体の受援力の低下により、効果的な支援が困
難な例が見られた。これらから被災地内外の連携調整を
行う必要性が認識された。

広域連携訓練の実施場所
○平成25年度静岡県、高知県
○平成26年度東京都

内閣府におけるこれまでの防災ボランティアに関する取組②

検討会の開催
○防災ボランティア活動に関する議論の促進
「防災ボランティア活動検討会」（平成16年～）



ボランティアに関する課題 (「広く防災に資するボランティア活動の促進に関する検討会」提言)

１．災害ボランティアセンターの在り方
○ 災害ボランティアセンター（VC）を設置する社会福祉協議会の負荷を認識するとともに、受入態勢の在り
方、参加しやすい仕組み、情報発信等の検討が必要。

２．災害発生に向けた体制に関する場作り
○ 地方公共団体はNPO等ボランティア団体とどのように情報共有、連携すればよいかわからない、ボラン
ティアに対する知見が不足している場合もある。

○ 都道府県域でNPO等支援団体間の調整連携を図る中間支援組織が平時から機能している事例が少な
い。

○ 職能団体等との連携が難しい。

３．企業のボランティア活動参加、支援の仕組み作り
○ 被災地で企業ならではの支援活動（技術・物資・ノウハウ提供、資金支援等）が図られるには、信頼でき
るボランティア団体との連携が推奨されるが、そのための情報や仕組みが不十分。

○ 社員の活動参加を促す施策の充実、浸透。
○ （義援金ではなく）支援金に対する社会的理解が不足。

４．ボランティアの担い手の裾野拡大に向けた取組
○ 平時から地域における様々な主体が参画した取組、「防災の視点」を取り入れた取組が必要。



防災ボランティア活動の環境整備に関する検討会

○有識者委員（◎は座長、敬称略）

◎室﨑 益輝 神戸大学 名誉教授
兵庫県立大学大学院減災復興政策研究科長

阿部 陽一郎 社会福祉法人 中央共同募金会事務局長
阿部 由紀 石巻市社会福祉協議会 地域福祉課課長補佐
鹿野 順一 ＮＰＯ法人＠リアスＮＰＯサポートセンター 代表理事
河本 秀明 広島市 危機管理室災害予防課課長
木村 忠治 熊本県 子ども・障がい福祉局 障がい者支援課 審議員
栗田 暢之 認定特定非営利活動法人 レスキューストックヤード代表理事
桜井 政成 立命館大学 政策科学部教授・副学部長
菅 磨志保 関西大学 社会安全学部准教授
高橋 良太 全国社会福祉協議会 全国ボランティア・市民活動振興センター所長

地域福祉部長
弘中 秀治 宇部市 健康福祉部地域福祉課課長補佐
藤田 和久 静岡県 危機管理部危機情報課課長（～第2回検討会）
植田 達志 〃 危機管理部理事兼危機情報課長（第3回検討会）
明城 徹也 全国災害ボランティア支援団体ネットワーク（ＪＶＯＡＤ） 事務局長
山ノ川実夏 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス株式会社

総合企画部 ＣＳＲ推進室長

○趣 旨
「広く防災に資するボランティア活動の促進に関する検討会」提言（平成29年3月）の内容を踏まえ、幅広い防災ボラン
ティアの環境整備に資するよう、主に地方公共団体職員を対象とする実践的な研修テキスト（「防災における行政のNPO・
ボランティア等との連携・協働ガイドブック」）作成のための検討を行った。なお、検討に際しては、内閣府が開催する「NPO
等と行政との連携・協働研修会」等を活用して研修テキストの検証を行い、その結果を検討会に適宜フィードバックして検
討を進めた。

○検討経過

（検討会、ＷＧ）
平成29年 8月25日 第１回検討会
平成29年 9月29日 第１回ＷＧ
平成29年10月30日 第２回検討会
平成30年 2月13日 第２回ＷＧ
平成20年 3月 9日 第３回検討会
（ＷＧは検討会委員の一部により開催）

（研修会）※ガイドブック暫定版により試行的に実施
平成29年10月29日 第１回研修会（青森県）
平成29年12月18日 第２回研修会（三重県）
平成30年 1月22日 第３回研修会（徳島県）

（ワークショップ）
平成30年 3月23日 広島市ワークショップ

（ボランティアのつどい）
平成30年 1月23日 「防災とボランティアのつどい」



防災における行政のNPO・ボランティア等との連携・協働ガイドブック（概要）
～三者連携を目指して～

○被災者支援は行政の責務だが、民間の多様な主体に
よる支援も必要。このため、自治体は、他自治体からの
応援受入れのほか、災害ボランティアセンター（VC）や
NPO・ボランティア、企業・経済団体、協同組合、中間支
援組織等の多様な主体との連携・協働が必要。

○特に、被災者支援活動や海外での難民支援活動等の
専門性を有するＮＰＯ・ボランティア団体や、物資・資
金・技術・人員など独自の強みを活かした支援活動を行
うことの出来る企業・経済団体との連携は非常に有効。

○災害ＶＣでの調整を経ず独自に活動する支援団体など、
近年多様化しており、「行政」「災害ＶＣ（社協）」「ＮＰＯ
等多様な主体とそれを支える中間支援組織」による「三
者連携」が重要。

○効果的な支援実施のため、地元ＮＰＯ等との連携や、中
間支援組織による情報共有会議の開催等が有効。この
ため、コーディネーションに長けた中間支援組織との連
携が必要。

（平成30年4月公表）


